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第１章 プランの策定にあたって  
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１ プランの背景 

（１）策定の目的 

豊島区では、平成 15 年（2003 年）に「豊島区男女共同参画推進条例」を制定し、これま

で男女共同参画社会の実現に向けて取り組んできました。平成 31 年（2019 年）４月には、

同条例を改正し、多様な性自認・性的指向の人々が抱える課題を「性別に起因する人権課題」

と捉え、同条例の中に位置づけるとともに、豊島区パートナーシップ制度を規定しました。

同条例の改正の趣旨や基本理念に沿い、すべての人の人権と多様性が尊重されるまちの実現

を目指していきます。 

また、あらゆる分野で人口の約半分を占める女性の視点が生かされることは、多様性が

確保された、誰にとっても暮らしやすい社会の実現につながります。そのためには、政治

や経済、地域活動の場における方針決定過程への女性の参画を、さらに推進していく必要

があります。 

一方、令和２年度（2020 年度）に実施した「男女共同参画社会に関する住民意識調査」

（以下、「区民意識調査」という）では、「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識に

否定的な区民の割合が平成 27年度（2015年度）から大幅に増加しました。しかし、「今の

社会が男女平等になっている」と考えている区民の割合は、平成 23年度（2011 年度）に実

施した調査から減少しており、意識の変化はあるものの、必ずしも実態が伴っていないこ

とが伺えます。政治の場や家庭の中、社会通念・慣習など、社会の様々な場面で未だ男性の

方が優遇されていると感じている人が多い状況にあるため、あらゆる場面、あらゆるライ

フステージで男女共同参画について学び、行動につなげることが必要です。 

さらに、人生 100 年時代の到来が言われる現代において、持続可能な働き方を実践する

ことは自己実現につながり、生涯にわたって豊かな人生をもたらすと考えられるため、誰

もが希望に応じた働き方や生き方を選択できることが求められます。そのため、区民、事

業者に対してワーク・ライフ・バランスの意識のさらなる向上を図るとともに、男女共に

育児・介護休業を取得しやすい環境やハラスメントの防止など、働く場における男女平等

を推進することが重要です。 

一方、少子高齢化や人口減少が進む中で、保育の受け皿の整備など様々な取組みを推進

してきた結果、女性の社会進出が進んだ反面、経済社会における男女が置かれた状況の違

い等を背景として、女性は貧困等生活上の困難に陥りやすいことや暴力にさらされやすい

ことが指摘されています。女性に対する暴力は重大な人権侵害ですが、配偶者等による暴

力（ＤＶ）は深刻な社会問題となっています。そのため、貧困や暴力等を根絶し、すべての

人の人権が尊重され、安心して暮らせるまちづくりが求められます。 
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豊島区は、令和２年（2020 年）７月に、ＳＤＧｓ未来都市に選定されました。今後、男

女共同参画をはじめとする様々な取組みを推進し、ジェンダー平等の実現などＳＤＧｓの

個別の目標達成とともに、誰一人取り残さない社会の実現を目指していきます。 

こうした背景の下、区民の男女共同参画意識のさらなる向上やＤＶの根絶、女性の活躍

に向けて取り組むべき施策・事業を総合的かつ体系的に推進するために、第５次豊島区男

女共同参画推進行動計画、第３次豊島区配偶者等暴力防止基本計画及び第２次豊島区女性

活躍推進計画を策定しました。 

 

（２）ＳＤＧｓの達成に向けて  

■ＳＤＧｓの概要 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、平成 27（2015）年９月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された平成 28（2016）年から

令和 12（2030）年までの国際目標です。持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現す

るための 17の目標と 169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さな

い（leave no one behind）ことを誓っています。普遍性、包摂性、参画型、統合性、透

明性の５つを特徴としています。 
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■ＳＤＧｓにおける男女平等・男女共同参画 

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」では、前文において 17 の目標と 169 の

ターゲットは、「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児の

能力強化を達成することを目指す。」とし、それらは「すべての目標とターゲットにおけ

る進展において死活的に重要な貢献をするものである。」としています。 

また、17の目標のうち、目標５では「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の

能力強化を行う」として、差別の撤廃や暴力の排除、性と生殖に関する健康及び権利への普

遍的アクセスの確保、実現技術の活用の強化など、９つのターゲットが示されています。 

 

目標５．ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

５．１ あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を

撤廃する。 

５．２ 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、

公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 

５．３ 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣

行を撤廃する。 

５．４ 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応

じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働

を認識・評価する。 

５．５ 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果

的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

５．６ 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、ならびにこれらの

検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アク

セスを確保する。 

５．ａ 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナ

ーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対する

アクセスを与えるための改革に着手する。 

５．ｂ 女性の能力強化促進のため、ⅠＣＴをはじめとする実現技術の活用を強化する。 

５．ｃ ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルで

の能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 
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■豊島区の「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」への選定 

豊島区は令和２年（2020年）７月に、内閣府よりＳＤＧｓへの優れた取組みを行う自治

体として「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。「ＳＤＧｓ未来都市」はＳＤＧｓの理念

に沿った取組みを推進しようとする都市・地域の中から、特に、経済・社会・環境の三側

面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・

地域を選定するものです。豊島区では、区が強みとする「公と民の連携“オールとしま”」

や「国際交流・まちづくり事業など東アジア文化都市のレガシー」をフル活用し、「“まち

全体が舞台の誰もが主役になれる”国際アート・カルチャー都市」を実現していきます。 

また、その中で特に先導的な取組みとして、「国際アート・カルチャー都市実現戦略推

進事業」は「自治体ＳＤＧｓモデル事業」にも選定されました。同事業では、経済・社会・

環境の三側面における課題の解決に向けて事業を実施するとともに、三側面をつなぐ統

合的取組みとして、「公民連携による都市空間活用プロジェクト」を推進しています。 

 

■「としまＳＤＧｓ都市宣言」の制定 

豊島区は令和２年（2020年）10 月に、ＳＤＧｓの理念等を踏まえた持続可能なまちづ

くりを公民連携により推進するため、「としまＳＤＧｓ都市宣言」を制定しました。同宣

言では、ＳＤＧｓの実現に向けて、経済・社会・環境の好循環が生まれる持続可能なまち

づくりを推進することに加え、ＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さない」社会の実現

を目指し、行動することを宣言しています。 

 

■ＳＤＧｓと本プランの関係 

豊島区は「ＳＤＧｓ未来都市」や「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選定されており、さ

らにとしまＳＤＧｓ都市宣言を制定しているなど、ＳＤＧｓの達成に向けた基盤づくり

に力を入れています。本プランにおいても、 ＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さな

い」社会を豊島区において実現することを念頭に策定しています。 

ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、ＳＤＧｓのすべての目標とターゲ

ットの進展に貢献をするものとされていることから、本プランで掲げる将来像の「すべ

ての人が互いの人権と多様性を尊重し、共に暮らせるまち ～ジェンダー平等の実現を

目指して～」を実現することは、男女共同参画に特に関係の深いＳＤＧｓの目標である

「５ ジェンダー平等を実現しよう」の達成につながるだけでなく、すべての目標にも

寄与すると考えられます。 

そのため、本プランを推進することは、ＳＤＧｓの達成につながっていくとの認識の

下、着実に取組みを推進していきます。  
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（３）国の動向 

■改正育児・介護休業法の施行 

平成 29 年（2017 年）１月１日及び 10 月１日に、改正育児・介護休業法が施行され、

介護休業の分割取得や有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和、育児休業取得期間の

延長、育児目的休暇制度の努力義務創設などが定められています。 

また、令和元年（2019年）12月には、改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が

公布され、令和３年（2021 年）１月１日より、育児や介護を行う労働者が、子の看護休

暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。 

 

■政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の公布・施行 

平成 30年（2018年）５月、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進

し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的に、政治分野におけ

る男女共同参画の推進に関する法律が公布・施行されました。令和３年（2021 年）６月

には、政治分野への女性の参画は徐々に進められているものの、諸外国と比べると大き

く遅れていることや、男女を問わず、立候補や議員活動等をしやすい環境整備などが必

要であることを背景に改正が行われました。政党その他の政治団体の取組みの促進、国・

地方公共団体の施策の強化、関係機関の明示、国・地方公共団体の責務等の強化などが示

されています。 

 

■配偶者暴力防止法の一部改正 

配偶者暴力防止法の一部改正を含む児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法

等の一部を改正する法律が令和元年（2019 年）６月に成立しました。この改正によって、

児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐

待と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・

協力すべき関係機関として児童相談所が明文化されました。また、その保護の適用対象

として被害者の同伴家族が含まれることも明確になりました。 
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■職場におけるハラスメント防止対策の強化 

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、職場におけるセクシュアル・ハラスメ

ント、マタニティ・ハラスメントの防止措置が義務付けられています。また、労働施策総

合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、令和２年（2020年）６月

１日より、職場におけるハラスメント対策が強化されました。パワー・ハラスメントにつ

いては、①優越的な関係を背景とした、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、

③就業環境を害することと定義し、パワー・ハラスメント防止のために、事業主に対して

相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。 

また、性的指向・性自認に関する言動や望まぬ暴露である、いわゆる「アウティング」

は、上記の定義の３つの要素を満たす場合に、職場におけるパワー・ハラスメントに該当

します。さらに、セクシュアル・ハラスメントについては、セクシュアル・ハラスメント

等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化や事業主に相談した労働者に対する不

利益扱いの禁止などが定められています。 

 

■第５次男女共同参画基本計画 

令和２年（2020 年）12月に「第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和

の社会へ～」が閣議決定されました。第５次計画では、目指すべき社会として以下の４つ

を提示し、その実現を通じて、男女共同参画社会基本法が目指す男女共同参画社会の形

成を促進していくとしています。 

【目指すべき社会】 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富ん

だ、活力ある持続可能な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家

庭生活を送ることができる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで掲げられて

いる包括的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協

調する社会 
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（４）東京都の動向 

■東京都男女平等参画推進総合計画の策定 

平成 29年（2017年）３月に、東京都男女平等参画推進総合計画が策定されました。同

計画は、「東京都女性活躍推進計画」及び「東京都配偶者暴力対策基本計画」の両計画で

構成し、男女共同参画社会基本法に基づく都道府県男女共同参画計画及び東京都男女平

等参画基本条例に基づく行動計画として策定されました。また、同計画では、ポジティ

ブ・アクションの促進やワーク・ライフ・バランスの実現、働く場にとどまらない活動機

会の拡大、男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた多様な主体による取組みを中心に進め

ていくとしています。なお、同計画は令和３年度末をもって計画期間が終了するため、東

京都男女平等参画審議会を設置し、「改定にあたっての基本的な考え方」を諮問し、審議

会答申を踏まえ、令和３年度末までに総合計画を改定する予定となっています。 

 

■東京都子供への虐待の防止等に関する条例 

平成 31年（2019年）４月、東京都子供への虐待の防止等に関する条例が施行されまし

た。同条例は、社会全体で虐待の防止に関する理解を深め、その防止に関する取組みを推

進し、虐待から子どもを断固として守ることを目指し、制定されました。 

 

■東京都性自認及び性的指向に関する基本計画の策定 

平成 31年（2019年）に性自認及び性的指向に関して、基本的な考え方、これまで取り

組んできた施策、今後の方向性等を明らかにした、東京都性自認性的指向に関する基本

計画を策定しました。同計画では、性自認及び性的指向を理由とする不等な差別の解消

及び啓発、教育等を推進するため、「声を上げられない当事者に寄り添い、多様な性のあ

り方を尊重し合う風土を醸成し、オール東京で誰もが輝ける社会を実現する」という基

本方針の下、必要な取組みを推進していくとしています。  

コラム 

コメントの追加 [市村1]: 2022 年～2026 年までの計画

についての記述をしてください 
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（５）豊島区の取組 

区ではこれまで、以下のような取組みを行ってきました。 

年 動き 内容 

昭和 63 年 

（1988 年） 

「男女共同社会をめざし

て～としま 150プラン～豊

島区婦人行動計画」策定 

豊島区婦人行動計画策定委員会設置 

としま 150 プラン区民会議設置（平成元年

（1989 年）） 

平成４年 

（1992 年） 

豊島区立男女平等推進セ

ンター開設 

豊島区男女平等推進センター運営委員会設置 

講演、講座、総合相談などの事業を実施 

平成 13 年 

（2001 年） 

「第２次としま男女共同

参画推進プラン」策定 
豊島区男女共同参画推進会議設置 

平成 14 年 

（2002 年） 

豊島区男女共同参画都市

宣言採択 

区民一人ひとりの人権が性別などの違いにか

かわりなく尊重され、その人らしく暮らして

いけるまちの実現をめざすことを宣言 

平成 15 年 

（2003 年） 

豊島区男女共同参画推進

条例制定 

男女共同参画社会の実現を目指し、６つの基

本理念を定める 

平成 24 年 

（2012 年） 

「第３次としま男女共同

参画推進プラン」策定 

プランの一部を「豊島区配偶者等暴力防止基

本計画」として位置付け、「性的少数者の人々

への理解の促進」を事業として掲示 

平成 25 年 

（2013 年） 

虐待と暴力のないまちづ

くり宣言採択 

豊島区配偶者暴力相談支

援センター 

家庭内や親密な間柄で起きる虐待や暴力のな

いまちを目指すことを宣言。全国初の都市宣言 

配偶者等暴力防止施策の充実を目指し、設置 

平成 28 年 

（2016 年） 

「第４次としま男女共同

参画推進プラン」策定 

プランの一部を「豊島区女性活躍推進計画」

として位置付け 

平成 30 年 

（2018 年） 

「審議会における女性委

員の比率向上計画」策定 

令和３年度（2021年度）末までに女性委員比

率 40％以上を目標とした計画を策定 

平成 31 年 

（2019 年） 

豊島区男女共同参画推進

条例改正 

パートナーシップ制度を位置付け、基本理念

として、「性と生殖に関する健康と権利の尊

重」、「性自認又は性的指向の尊重」を追加 

令和 2年 

（2020 年） 

「ＳＤＧｓ未来都市」・「自

治体ＳＤＧｓモデル事業」

に選定 

東京の自治体で初めてダブル選定され、2030

年までに達成すべき様々な課題に向けて取

組みを推進する 
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２ プランの性格 

本プランは、豊島区男女共同参画推進条例第 10条に基づき策定する行動計画であり、国の

男女共同参画社会基本法第９条ならびに第 14 条に規定する市町村男女共同参画計画として

位置付けます。 

また、本プランの目標１の施策の方向（１）「ＤＶの根絶と支援体制の充実」の部分は、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第２条の３第３項に規定する「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（市町村基本

計画）」に相当するほか、本プランの目標２「あらゆる分野で女性が輝けるまち」の部分は、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条の２に規定する「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策についての計画（市町村推進計画）」に相当するものです。 

さらに、本プランは「豊島区基本計画」の分野別計画であり、豊島区における男女共同参

画の推進にかかる理念や基本的な方向を明らかにしており、区民、事業者、区が協働して男

女共同参画社会の実現を目指す指針としての役割を担うものです。施策の推進にあたっては、

その他の区の分野別計画との整合性を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊島区基本構想 

豊島区基本計画 

【国】第５次男女共同参画基本計画 

【東京都】男女共同参画推進総合計画 

第 5次としま男女共同参画 

推進プラン 

・第５次豊島区男女共同参画推進行動計画 

・第３次豊島区配偶者等暴力防止基本計画 

・第２次豊島区女性活躍推進計画 

豊島区 

男女共同参画 

推進条例 

・子ども・若者総合計画 

・教育ビジョン 

・生涯学習推進ビジョン 

・地域保健福祉計画 

・地域防災計画 

・子ども読書活動推進計画 
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３ プランの期間 

本プランの期間は、令和４年度（2022 年度）から令和８年度（2026 年度）までの５年間で

す。なお、本プランに包含される第３次豊島区配偶者暴力等防止基本計画及び第２次豊島区女

性活躍推進計画も令和４年度（2022 年度）から令和８年度（2026 年度）までの５年間を計画

期間としています。 

 令和４年度 
（2022年度） 

令和５年度 
（2023年度） 

令和６年度 
（2024年度） 

令和７年度 
（2025年度） 

令和８年度 
（2026年度） 

第５次としま男女共同参画推進プラン 
     

 

第５次豊島区男女共同参画 

推進行動計画 
 

    

第３次豊島区配偶者等暴力 

防止基本計画 
 

    

第２次豊島区女性活躍推進計画  
    

豊島区基本計画 
     

  

イラスト 
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４ 条例の基本理念と目指すまちの姿 

（１）条例の改正と将来像 

豊島区では、平成 15年（2003年）に「豊島区男女共同参画推進条例」を制定し、基本理念

並びに豊島区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進してきました。また、多様な性自認・性的指向の人々が抱える

課題を「性別に起因する人権課題」と捉え、同条例の中に位置づけるとともに、パートナーシ

ップ制度に関する規定を追加するとともに、平成 15年（2003年）の条例制定以降の社会状況

に対応するため、平成 31年（2019年）に同条例の改正を行いました。改正に伴い、条例の基

本理念に新たに、「性と生殖に関する健康と権利の尊重」、「性自認又は性的指向の尊重」の２

つの項目を加えています。 

同条例においては、家庭、職場、学校、地域社会などあらゆる場において、性別等に起因する

人権侵害を受けることなく、１人ひとりがその人らしく、分かち合い助け合い、ともに暮らす「男女

共同参画社会」の実現を目指しています。様々な施策を通し、本プランの将来像である『すべて

の人が互いの人権と多様性を尊重し、共に暮らせるまち』を目指します。 

 

 

  

＜基本理念＞ 

 

Ⅰ すべての人の自立と人権の尊重 Ⅴ 家庭生活と社会生活の両立 

Ⅱ 社会活動における選択の自由確保 Ⅵ 外国籍等住民に対する基本理念の実現 

Ⅲ 決定過程への参画促進 Ⅶ 性自認及び性的指向の尊重 

Ⅳ 性と生殖に関する健康と権利の尊重 Ⅷ 幼児教育、学校教育及び生涯学習の取組 

 

豊島区の男女共同参画社会の実現 

豊島区男女共同参画推進条例 
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（２）豊島区の目指すまちの姿（プランの目標） 

基本理念に基づく豊島区の目指すまちの姿は、「すべての人が互いの人権と多様性を尊重し、

共に暮らせるまち」です。その将来像を実現するために、3つの目標を定めました。 

１．すべての人が人権を尊重し、安心して暮らせるまち 

すべての人が性別等に起因する暴力や差別、偏見などの人権侵害や貧困などの生活上の困

難を抱えることなく、安心して健康的な生活を送ることができるまちを目指します。 

２．あらゆる分野で女性が輝けるまち 

働く場における男女平等を目指すことで、誰もがワーク・ライフ・バランスを実現するととも

に、政策や方針決定過程において女性が個性と力を発揮できることで、男女が対等に輝くまち

を目指します。 

３．すべての人が男女共同参画を学び、行動できるまち 

あらゆるライフステージにおいて、男女平等や男女共同参画意識の形成や行動変容のきっかけと

なる学びを通して、家庭、地域、職場など様々な場に男女共同参画の視点をもって参加すること

ができるまちを目指します。 

 

  

コラム 
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５ 豊島区配偶者等暴力防止基本計画 

（１）策定の目的 

豊島区では、平成 15年（2003年）に「豊島区男女共同参画推進条例」を制定し、性別に

起因する差別的取扱いなどの人権侵害を行ってはならないと規定しました。そして、平成

24年（2012年）には、第３次プランの重点課題１「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を

「豊島区配偶者等暴力防止基本計画」に位置付け、国や東京都の動きと合わせながらＤＶ

被害防止の取組みを推進してきました。さらに、平成 25年（2013年）には、全国初の「虐

待と暴力のないまちづくり宣言」を行いました。しかし、配偶者等による暴力は増加して

おり、配偶者間等の暴力に対する理解は十分に広がったとはいえない状況です。また、近

年の法改正の趣旨などを踏まえ、ＤＶの防止と被害者の保護とともに、次世代への暴力の

連鎖のリスクを食い止めるためにも児童相談所との連携など児童虐待防止対策を推進する

ことも期待されます。 

このような背景の下、区民・団体・事業者等が一体となってＤＶの根絶に向けた、さらな

る取組みを推進するため、第５次プランと一体となった「第３次豊島区配偶者等暴力防止

基本計画」を策定しました。 

（２）計画の位置付け 

第５次プランでは、男女共同参画の実現を図るとともに、人権尊重のまちづくりを目指

すためにも配偶者等へのあらゆる暴力を根絶することを目指し、目標Ⅰの施策の方向（１）

「ＤＶの根絶と支援体制の充実」を「第３次豊島区配偶者等暴力防止基本計画」と位置付

けます。 

本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴

力防止法」という）」（平成 13年（2001 年）施行）第２条の３第３項に基づく、「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（市町村基本

計画）」に相当するものであり、策定にあたっては「東京都配偶者暴力対策基本計画」など

上位関連計画との整合を図っています。  

 

 

コラム 
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６ 豊島区女性活躍推進計画 

（１）策定の目的 

近年、女性の就業率が増加する中、その個性と能力を十分に発揮できる環境を整備することを目

的に、平成 27年（2015年）年「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定されま

した。 

そのため、豊島区では平成 29年（2017）年に「女性活躍推進計画」を策定し、ワーク・

ライフ・バランスの推進、子育てや介護支援施策の充実、管理監督者への女性の積極的な

登用に力を入れてきました。しかし、区民意識調査によると「育児・介護休業制度を取得し

やすい」と思う人の割合はおよそ６割となっており、未だ十分とは言えない状態です。 

こうした現状の下、区における女性の活躍推進とあらゆる分野の政策・方針決定過程への

参画を測るため、第５次プランと一体となった「第２次豊島区女性活躍推進計画」を策定し

ました。 

（２）計画の位置付け 

第５次プランでは、男女共同参画の実現を図るとともに、女性の職業生活における活躍

の一層の推進を目指し、目標２「あらゆる分野で女性が輝けるまち」を「第２次豊島区女性

活躍推進計画」と位置付けます。 

本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条の２に基づく、「女性

の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（市町村推進計画）」に相当する

ものであり、策定にあたっては「東京都女性活躍推進計画」など上位関連計画との整合を図っ

ています。  

コラム 
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７ プランの体系図（目標と施策の方向、施策） 

 

 

  

【目 標】 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

～
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
実
現
を
目
指
し
て
～ 

す
べ
て
の
人
が
互
い
の
人
権
と
多
様
性
を
尊
重
し
、
共
に
暮
ら
せ
る
ま
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プランの積極的な推進 

【施策の方向】 

すべての人が

人権を尊重

し、安心して

暮らせるまち 

あらゆる分野で

女性が輝ける 

まち 

すべての人が 

男女共同参画

を学び、行動

できるまち 

（１）ＤＶの根絶と支援体制の充実 

（２）性と生に関する健康支援 

（３）多様性の尊重と安心して暮らせる

環境の整備 

（３）政策・方針決定過程における男女

共同参画の推進 

（２）家庭生活と仕事の両立の支援 

（１）働く場における男女平等の推進 

（２）地域活動における男女共同参画の

推進 

（１）学習・啓発による男女共同参画意

識の向上 

【将来像】 

【豊島区女性活躍推進計画】 

【豊島区配偶者等暴力防止基本計画】 
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①区民及び職務関係者に対する啓発の促進 ④配偶者等暴力防止施策の充実 

②早期相談・早期発見体制の充実 ⑤被害者の自立支援 

③被害者保護体制の充実・整備 

⑥リプロダクティブ・ヘルス／ライツの啓発と支援 

⑦生涯を通じた健康づくりの推進 

⑧メディア・リテラシーの向上 ⑩生活上の様々な困難を抱える人々への対応 

⑨性の商品化・売買春のないまちづくりの推進 ⑪多様な性自認・性的指向に対する理解促進 

⑫雇用機会の拡大、就職及び再就職への支援 

⑬雇用の場における男女平等の推進 

⑭ワーク・ライフ・バランスの推進 ⑯育児と仕事を両立させるための環境整備の推進 

⑮子育て支援の充実 ⑰介護を支える環境整備の推進 

⑱政策・方針決定の場への女性の積極的な登用 

⑲管理・監督者への女性の積極的な登用と職域の拡大 

⑳学校における男女平等教育・学習の推進 

㉑家庭・地域・職場における男女平等意識の普及・啓発 

㉒地域生活・地域活動における男女共同参画の推進 

㉓自主的な活動への支援とネットワーク化の推進 

㉔エポック１０機能の充実 

㉕男女共同参画についての行政職員・教職員の意識形成の促進 

【施 策】 
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第２章 プランの内容  

  

令和２年度の指標については、新型コロナウィルス感染症に

よる影響を受けた可能性があります。 
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目標１ すべての人が人権を尊重し、安心して暮らせるまち 

施策の方向１ ＤＶの根絶と支援体制の充実 

 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）では、すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等

とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成することを目標として掲げ、女性へのあ

らゆる暴力の排除に国際社会が一致して取り組んでいます。しかしながら、女性に対する

暴力のうち、特に配偶者や恋人など親しい関係にあるものからの暴力が重大な人権侵害で

あり犯罪であるという認識が必ずしも社会的に共有されていない現状があります。 

警察が把握する配偶者等からの暴力事案は増加傾向が続いています。暴力の被害者は、

女性である場合が多く、家庭内で起きることから、周囲に気づかれにくく、被害が深刻

化・長期化しやすいという特性があります。また、身体的暴力のみならず、精神的暴力、

性的暴力も、被害者の心理、行動に深刻な影響を与えることが問題視されています。 

加えて、区民意識調査では、男性は女性に比べ、性別役割分担意識を背景に暴力を容認

する割合が高い傾向にあるという調査結果も出ています。 

さらに、子どもの前でのＤＶは児童虐待にあたり、ＤＶが起きている家庭では、子ども

に対する虐待も同時に行われている場合があることも指摘されています。ＤＶの被害者は

経済的な不安や子どもの養育などを背景に、その状況から抜け出せない場合もみられるほ

か、ＤＶを受けた経験のある者が親となって加害を行うリスクもあるなど、ＤＶや虐待は

次世代へ広く連鎖していくリスクを高めるということが、十分に理解されていない状態で

す。 

このような状況に対し豊島区では、「虐待と暴力のないまちづくり宣言」（2013年）を行

い、配偶者暴力相談支援センターを設置するなど様々な取組みを進め、一定の効果は見ら

れるものの、その取組みや体制整備は一定の進展は見られるものの、女性に対する暴力の

根絶が十分に進んだとはいえません。 

こうした中、令和２年（2020年）からの新型コロナウイルス感染症の拡大では、配偶者

への暴力や性暴力の急増等、社会の中のジェンダーの課題があらためて浮き彫りになりま

した。 

被害者の安全確保や生活再建支援は身近な自治体である区の責務です。そして何より、

このような状況を変革し暴力を根絶していくためには、どのような理由があっても暴力

をいけないという暴力を容認しない社会風土を醸成するための取組みを、区民・団体・事

業者等が一体となって強力に推進していく必要があります。  

現 状 と 課 題 
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◇警察における配偶者からの暴力事案認知件数 

 

資料：警察庁資料より 

◇夫から妻への犯罪の検挙件数推移 

 

資料：警視庁「令和２年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況につ

いて」（令和３年）より 
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◇男女別の暴力に対する認識 

35.8

30.2

53.1

54.0

8.1

12.4

3.0

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

(n=433)

男性

(n=298)

（１）何を言っても

無視する

59.8

43.3

32.1

44.3

5.1

9.1

3.0

3.4

女性

(n=433)

男性

(n=298)

（２）交友関係や電話、

メール、郵便を

細かく監視する

58.7

47.7

30.7

37.9

7.6

11.4

3.0

3.0

女性

(n=433)

男性

(n=298)

（３）自分が家にいる

ときは外出しな

いようにと言う

85.7

81.2

9.0

13.4

2.5

2.7

2.8

2.7

女性

(n=433)

男性

(n=298)

（４）大切にしている

物をわざと壊し

たり、捨てたり

する

85.9

72.8

9.2

21.1

2.3

3.7

2.5

2.3

女性

(n=433)

男性

(n=298)

（５）「誰のおかげで

食べられるのだ」

とか「かいしょう

なし」と言う
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82.9

5.8
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3.0

2.8

2.7

2.5

2.3

3.0

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

(n=433)

男性

(n=298)

女性

(n=433)

男性

(n=298)

女性

(n=433)

男性

(n=298)

女性

(n=433)

男性

(n=298)

女性

(n=433)

男性

(n=298)

女性

(n=433)

男性

(n=298)

どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力の場合も、そうでない場合もあると思う

暴力にあたるとは思わない

無回答

（１）何を言っても

無視する

（２）交友関係や電話、

メール、郵便を

細かく監視する

（３）自分が家にいる

ときは外出しな

いようにと言う

（４）大切にしている

物をわざと壊し

たり、捨てたり

する

（５）「誰のおかげで食

べられるのだ」と

か「かいしょうな

し」と言う

（６）なぐるふりをして、

おどす
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資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より  
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無回答

（７）大声でどなる

（８）なぐる蹴るの

暴力をふるう

（９）見たくないのに

ポルノビデオや

ポルノ雑誌を見

せる

（10）避妊に協力

しない

（11）おどしや暴力に

よって、意に反し

て性的な行為を強

要する

（12）生活費を渡さない
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◇性別役割分担意識別にみる暴力に対する認識の違い 

 

 
資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より  
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「男は仕事、女は家庭」という

考え方に反対(N=416)

どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力の場合も、そうでない場合もあると思う

暴力にあたるとは思わない

無回答

■自分が家にいるときは外出しないようにと言う
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14.8

11.8

7.0

2.6

3.8

4.5
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「男は仕事、女は家庭」という

考え方に賛成(N=157)

どちらともいえない(N=155)

「男は仕事、女は家庭」という

考え方に反対(N=416)

どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力の場合も、そうでない場合もあると思う

暴力にあたるとは思わない

無回答

■避妊に協力しない

コメントの追加 [早川2]: グラフわかりやすく 例え

ば、左軸のそう思う、そう思わない が 何に対して

のことか、わかるようにしたい。 

全体はのぞいて、「そう思う」と 
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●女性に対する暴力が個人的な問題ではなく、性別役割分担意識や社会的地位、経済力等

の力の差などを背景にして起こる構造的な社会問題だということを踏まえ、男女平等意

識の醸成を図るとともに、区民だけではなく区職員も含めた豊島区全体で、ＤＶに対す

る理解や認識を深めることが重要です。 

●精神的暴力は暴力であるとの認識がされづらい反面、被害者は自責感情やうつ病など精

神的に大きな影響を受けることがあるため、区民及び区職員に対して、どのような行為

が暴力にあたるのかを周知するなど、ＤＶの根絶に向けた啓発を行います。また、早期

発見・早期相談の取組みの推進により、加害行為の長期化、深刻化を未然に防ぎます。 

●ＤＶ被害者の支援にあたっては、早期発見から自立支援まで切れ目のない支援体制の構

築が重要になります。ＤＶ被害者は精神的にも大きな被害を受けていることも考えられ

るため、被害者に寄り添った心のケアなど、それぞれの場面における施策の充実を図り

ます。また、ＤＶは児童虐待と密接に関連していることが指摘されているため、関係機

関や民間団体等との連携強化を図り、被害者の状況に即した支援をします。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

「配偶者等からの暴力（ＤＶ）に

関する相談機関が周知されてい

る」と思う区民の割合【％】 

企画課 

「協働のまちづくりに

関する区民意識調査」 

９．８％ 

（令和２年

（2020年）度） 

３５．０％ 

ＤＶ相談件数【件】 
男女平等推進 

センター調べ 

７１６件 

（令和２年

（2020年）度） 

１,２００件 

区民の精神的・性的暴力に対する

理解度【％】 

男女共同参画社会に

関する住民意識調査 

２２．２％ 

（令和２年

（2020年）度） 

３０．０％ 

  

施策の方向の考え方 

指 標 
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施策① 区民及び職務関係者に対する啓発の促進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

１ 

ＤＶ・ストーカー行

為等暴力の予防と根

絶に向けての普及・

啓発の推進 

ＤＶ、ストーカー行為等の人権を侵害す

る暴力の予防と根絶に向け、普及啓発を

進めます。 

男女平等推進 

センター 
★ 

２ 
若年層に対する暴力

予防教育の強化 

将来のＤＶや児童虐待を防止するため

に、近年顕在化しているデートＤＶにつ

いて、若年層に向けた啓発を重点的に行

います。また学校における人権教育の中

でもデートＤＶについての啓発を行い

ます。 

男女平等推進 

センター 

健康推進課 

長崎健康相談所 

子ども若者課 

子育て支援課 

指導課 

★ 

３ 
職務関係者の資質向

上 

区職員など職務関係者に対し、配偶者等

の暴力に対する理解を深め適切に対応

できるよう研修を行い、職務関係者の質

的向上及び二次被害防止を図るととも

に、区職員のメンタルヘルスにも配慮し

ていきます。 

また、相談員等の関係職員がＤＶ被害者

への対応について専門家等の助言を受

ける機会をつくることにより、支援能力

の向上を図ります。 

人材育成担当課長 

男女平等推進 

センター 

子育て支援課 

 

  

施 策 
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施策② 早期相談・早期発見体制の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

４ 
女性のための相談窓

口の充実 

被害者自身が、ＤＶに気づいていないこ

とがあります。女性の悩み相談がＤＶ被

害の発見・適切な支援につながるよう、

女性のための相談を進めます。 

男女平等推進 

センター 

健康推進課 

長崎健康相談所 

子育て支援課 

★ 

５ 相談窓口の機能強化 

相談を受けた際にＤＶを見逃さず、適切

な支援につなげられるよう、ＤＶの潜在

に注意し対応します。また、外国籍の方

や多様な性自認・性的指向の方々への相

談対応を進めます。 

区民相談課 

男女平等推進 

センター 

福祉総務課 

高齢者福祉課 

障害者福祉課 

子ども若者課 

子育て支援課 

★ 

６ 
関係機関相互の情報

共有 

ＤＶ被害者を適切な支援につなげられ

るよう、本人の意思や個人情報に留意し

つつ関係機関等と連携します。 

男女平等推進 

センター 

子育て支援課 

 

７ 

子どもの虐待防止の

ための取り組みの推

進 

「要保護児童等対策協議会」を開催し、

子どもの虐待防止に関する関係機関相

互の連携の強化を図ります。また、区立

児童相談所を開設し、子どもの虐待の相

談・通告を受け、虐待の未然防止・早期

発見及び被虐待児童の救済を行います。 

子育て支援課 ★ 
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施策③ 被害者保護体制の充実・整備 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

８ 
ＤＶ緊急一時保護機

能の充実 

ＤＶ被害者の身の安全の確保や、問題の

解決に向けた支援を充実します。夜間、

休日等の安全確保については、警察と協

力関係を強化し連携します。 

生活福祉課 

西部生活福祉課 

子育て支援課 

 

９ 
被害者の安全確保の

ための庁内連携 

庁内窓口における個人情報の適正管理

等、ＤＶ被害者の安全に十分配慮し、手

続きを円滑に行うため関係課の連携を

強化します。 

総合窓口課 

税務課 

国民健康保険課 

高齢者医療年金課 

生活福祉課 

西部生活福祉課 

介護保険課 

子育て支援課 

 

 

 

施策④ 被害者の自立支援 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

５ 
相談窓口の機能強化

（再掲） 

相談を受けた際にＤＶを見逃さず、適切

な支援につなげられるよう、ＤＶの潜在

に注意し対応します。また、外国籍の方

や多様な性自認・性的指向の方々への相

談対応を進めます。 

区民相談課 

男女平等推進 

センター 

福祉総務課 

高齢者福祉課 

障害者福祉課 

子ども若者課 

子育て支援課 

 

10 
ＤＶ被害者に対する

相談の充実 

ＤＶ被害者の自尊心が回復し、自分のた

めに意思決定できる力を取り戻せるよ

う、精神的サポートを進めていきます。 

男女平等推進 

センター 

健康推進課 

長崎健康相談所 

子育て支援課 

教育センター 
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事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

11 
被害者の生活再建支

援 

被害者が、安全で安心して生活再建がで

きるよう、シェルターやステップハウス

の利用について民間団体等と連携すると

ともに様々な観点から必要な自立支援を

行います。また、くらし・しごと相談支援

センター等と連携した多様な学習機会を

提供し、社会参加を支援します。 

福祉総務課 

自立支援担当課長 

生活福祉課 

西部生活福祉課 

子育て支援課 

★ 

12 
被害者の子どもへの

支援 

被害者の子どもの保育・教育等に関する

支援、情報の適正な管理等を関係機関が

連携して行います。 

子ども若者課 

子育て支援課 

保育課 

学務課 

放課後対策課 

指導課 

★ 

13 
関係課の連携による

一貫した支援 

被害者に必要な支援は、相談対応から保

護、自立支援等と広範で多岐に渡るた

め、被害者への切れ目のない支援が必要

になることから、被害者の状況に即して

円滑に対応できるよう、関係課が連携し

被害者のエンパワーメントにつながる

よう一貫して支援します。 

子育て支援課

（配偶者等暴力

防止基本計画所

管課） 
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施策⑤ 配偶者暴力防止施策の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

14 苦情処理体制の周知 

区が実施する男女共同参画の推進に関

する施策若しくは男女共同参画の推進

に影響を及ぼすと認められる施策につ

いての苦情、又は男女共同参画の推進を

阻害する要因によって人権を侵害され

た場合の救済については、男女平等推進

センターの「苦情処理制度」における苦

情処理委員が適切かつ迅速に調査検討

を行い、結果は申立て人に対し説明しま

す。また、「男女共同参画苦情処理制度」

について周知します。 

男女平等推進 

センター 
 

15 
配偶者暴力相談支援

センターの機能強化 

配偶者暴力防止法にもとづく配偶者暴

力相談支援センターの設置目的「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護」す

るための機能を身近な相談窓口として

強化します。 

男女平等推進 

センター 

子育て支援課 
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 施策の方向２ 性と生に関する健康支援 

 

誰もが生涯を通して身体的、精神的、社会的に良好な健康状態であること、男女が互いに

性差を十分に理解しあい、性と生殖に関して相手を尊重することが望まれます。特に女性にお

いては、男性とは異なり、思春期、妊娠出産期、更年期、高齢期など、ライフステージに応じた

女性特有の疾病や心身の健康状態があります。若年期から主体的にこころと体の健康を保持

増進するためには、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点が重要です。 

豊島区の保健衛生により、平成 27年度（2015年度）と令和元年度（2019年度）を比較す

ると、区の人工妊娠中絶の割合は 20～24歳代の若年女性が約４０％と最も多く、20歳未満

の割合は横ばいで推移しています。また、性感染症の陽性率は、男性が半減しているのに対し

て、女性は増加している状況です。 

性と生に関する健康支援の取組みとして、区では、子宮頸がん検診や乳がん検診、性感染

症対策のほか、女性のための専門相談、健康講座・教室などを実施しています。しかし、そのよ

うな取組みを知っている区民は、およそ６割となっています。女性の健康と妊娠・出産等に関す

る権利が適切に守られるよう、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの知識と意識が区民に浸透す

る取組みが重要です。 

さらに、性と生を踏まえた健康については、個別の対策を講じることに加えて、性に関する知

識やスキルだけではなく、人格やジェンダー、多様性などを踏まえたいわゆる「包括的性教育」

の普及が必要です。すべての区民が生涯を通して健康に過ごすためには、日常からの病気予

防や早期発見、健康増進の対策を充実させるとともに、自己の健康を適切に管理・保持するた

めの健康教育の推進が欠かせません。区が行っている様々な検診や相談事業等の取組みが

区民に適切に伝わるよう、周知や啓発の推進とともに、性差やライフステージに応じた健康づく

りの支援の充実が求められます。 

 

 

  

現 状 と 課 題 

コラム 
 



 

32 

◇年代別の人工妊娠中絶 

 

資料：豊島区の保健衛生より 

 

◇区の性と生に関する健康支援の取組の認知度 

 
豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

◇子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率 

 

資料：豊島区地域保健課調査より  

8.3
7.5 7.8 7.7 8.5

31.7 32.4

36.1
39.5 39.5

24.3 23.9
22.8

21.8
22.9

16.9 16.9
15.7

14.3 13.4
12.5 12.8 11.9

10.5 11.1

5.8
6.2

5.2 5.7
4.3

0.4 0.4 0.5 0.4
0.4

0

10

20
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40

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40～44歳 45～49歳（%）

23.2 5.6 31.9 36.4 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区が取り組んでいることは知っていたし、よくやっていると思う

区が取り組んでいることは知っていたが、よくやっているとは思えない

区が取り組んでいることは知っていたが、よくやっているかどうかはわからない

区が取り組んでいることは知らなかった

無回答

性教育・性感染症対策や子宮

がん・乳がん検診の推進など、

性と生に関する健康支援

31.8
30.2

27.3
25.1 25.1

38.2 36.6
33.7

29.1
31.6

0

10

20
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40

50

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度

子宮頸がん検診

乳がん検診

（%）
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●リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて、「包括的性教育」を踏まえた普及啓発とともに、ライ

フステージに応じた正しい知識の普及啓発を行います。 

●生涯を通じた健康づくりにあたっては、検診の充実とともに性差に応じた適切な保健医療サー

ビスの情報提供やライフプラン形成のための健康相談事業の充実を目指します。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

子宮頸がん・乳がん検診の受診率

【％】 
地域保健課調べ 

子宮頸がん検診 
２１．８％ 
（令和２年

（2020年）度） 

乳がん検診 
２２．６％ 
（令和２年

（2020年）度） 

子宮頸がん検診 

３２．０％ 

 

乳がん検診 

３５．０％ 

「ライフステージに合わせた、心と体

の健康づくりに関する支援が充実し

ている」に「どちらかというとそう思

う」と回答した区民の割合【％】 

企画課 

「協働のまちづくりに

関する区民意識調査」 

１５．７％ 

（令和２年

（2020年）度） 

１８．５％ 

 

  

施策の方向の考え方 

指 標 
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施策⑥ リプロダクティブ・ヘルス／ライツの啓発と支援 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

16 
妊産婦への支援の充

実 

母体の保護や出産・育児に関する正しい

知識を身につけ、出産・育児支援を行う

ための母親学級を実施します。 

健康推進課 

長崎健康相談所 
 

17 

エイズ・性感染症に

関する相談・検査の

実施 

エイズや性感染症に関する相談・検査を

行うとともに、AIDS知ろう館の活用やエ

イズ予防ネットワークを充実させなが

ら、性に関する正しい知識の普及・啓発

に努めます。 

健康推進課 

長崎健康相談所 
 

18 

性に関する正しい知

識の取得とリプロダ

クティブ・ヘルス/ラ

イツの啓発 

性 に関する正しい知識を提供し、リプ

ロダクティブ・ヘルス／ライツの啓発に

努めるとともに、健康の観点からのライ

フプラン形成を支援します。 

健康推進課 

長崎健康相談所 

子ども若者課 

指導課 

★ 

19 
学校における性教育

の充実 

学習指導要領に基づき、発達段階に応じ

た性に関する正しい知識やエイズ等を

はじめとする性感染症の問題について

理解させると同時に、生命尊重の精神に

根ざした行動がとれるよう指導を充実

させます。 

健康推進課 

長崎健康相談所 

指導課 

 

  

施 策 
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施策⑦ 生涯を通じた健康づくりの推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

20 
各種健康診査の実

施・普及啓発 

生涯を通じた健康づくりを支援してい

くために、各種の健康診査やがん検診等

の実施、健康教室、講習会等を通じた普

及啓発を行います。 

地域保健課 

長崎健康相談所 
 

21 
性差を考慮した保健

サービスの充実 

次世代を担う若い世代から更年期・高齢

期まで女性の健康づくりや生活習慣病

予防など、ライフステージに応じた女性

の健康づくりを支援します。 

健康推進課 

長崎健康相談所 
 

22 

健康情報発信スペー

スの充実“鬼子母神

plus” 

生涯を通じた女性の健康、子育て支援に

関する情報のほか、若年層のためのここ

ろとからだの健康情報、ワーク・ライフ・

バランスや就労（女性の再就職を含む）

に関する情報などを発信します。 

地域保健課 

健康推進課 
 

23 心身の健康の推進 

心身の健康の問題への対応や、相談窓口

の周知に取り組みます。 

区民相談課 

高齢者福祉課 

健康推進課 

長崎健康相談所 

★ 
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 施策の方向３ 多様性の尊重と安心して暮らせる環境の整備 

 

社会の制度や慣行の中には、性別や年齢、国籍、障害などに対しての偏見や差別が未だ

に残っていることが少なくありません。さらに、経済社会的な状況も含め、必要な情報が

手に入らず、相談先につながれずに複合的に困難な状況に置かれている場合もあります。

また、インターネットやＳＮＳなどの新たなコミュニケーションツールの広がりにより、

新たな課題やリスクも見られます。偏見や差別、生活上の様々な困難をなくし、すべての

人の多様性が認められた安全安心な社会の実現が求められます。 

インターネットの普及は、誰もが様々な情報に簡単にアクセスすることを可能としま

したが、そうした情報の中には、誤った性知識や性差に関する無意識の偏見、性別役割分

担意識を助長するものも溢れています。 

様々なメディアが伝える情報を無批判に受け取るのではなく、自ら考え、理解し、正し

く活用する力が必要です。 

男女が置かれた経済社会的な状況の違い等を背景として、女性は貧困等の生活上の困

難に陥りやすいことが指摘されています。さらに、「女性であること」の生きづらさに加

え、障害や高齢等複合的な困難を抱えやすいことに留意し、セーフティネットを構築す

る必要があります。 

また、近年性自認・性的指向の多様性が認知され始めていますが、誤った知識による偏

見や差別により、悩みを抱えている当事者や家族がいます。 

豊島区では、「豊島区男女共同参画推進条例」を改正し、パートナーシップ制度を位置

付けるなど、区民が性別等にかかわりなく、一人ひとりの個性が尊重され、自分らしく生

きることができるまちを目指し、取組みを推進しています。しかし、「住民意識調査」に

おいても、「友人が性的少数者だと知った場合、変わらずに接することができる」と回答

した区民は６割にとどまっています。 

こうしたことから区民が安心して暮らせるまちを目指して、あらゆる場面における人

権意識の向上や多様性を尊重する意識の啓発などにより、差別や偏見を解消することが

求められます。 

  

現 状 と 課 題 
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◇性的少数者（ＬＧＢＴ等）という言葉の認知度 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

◇性的少数者に対する認識 

 
資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

  

84.3 7.2 8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性的少数者（ＬＧＢＴ等）

という言葉の認知度

知っている 知らない 無回答

87.4

75.8
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47.7

61.9

6.6
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24.1

21.5

19.4

1.9

3.7

15.7

13.7

3.4

3.9

8.7

43.9

16.5

14.9

0.2

0.3

0.3

0.6

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１）個人の人権として理解・尊重すべきである

（２）同性・異性など、好きになる性別は、自分

ではコントロールできないものである

（３）性的少数者の割合は約13人に１人とも言われて

いるが、その通りだという実感がある

（４）性的少数者であることを公表している

人が多くなっている

（５）友人が性的少数者だと知った場合、

変わらずに接することができる

どちらかと言うとそう思う どちらとも言えない

どちらかと言うとそう思わない わからない

無回答

コメントの追加 [市村3]: 性的少数者以外のデータに差

し替え 
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●子どもを含め、情報を読み解く能力及び適切に発信する能力の向上を図るとともに、女

性の人権を侵害する性表現の氾濫の防止に向けて、メディア・リテラシーの向上を図り

ます。 

●性犯罪や「性の商品化」のないまちを目指した整備とともに、安心安全に係る的確な情

報発信を図ることで区民の理解の増進につなげます。 

●性別や性自認・性的指向に基づく差別や偏見の解消に向けた啓発活動の推進のほか、

社会・経済的な困難に直面している人に対する経済的な支援など、多角的な取組みを

推進します。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

「高齢者や障害者、生活困窮者等が、必要

な支援を受けながら安心して日常生活を

送ることができる」に「どちらかというと

そう思う」と回答した区民の割合【％】 

企画課 

「協働のまちづくりに

関する区民意識調査」 

１６．３％ 

（令和２年 

（2020年）度） 

２０％ 

「性別等によって、差別されない社会

である」に「どちらかというとそう思

う」と回答した区民の割合【％】 

企画課 

「協働のまちづくりに

関する区民意識調査」 

２９．７％ 

（令和３年 

（2021年）度） 

４５％ 

 

  

施策の方向の考え方 

指 標 
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施策⑧ メディア・リテラシーの向上 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

24 

区の刊行物及び区ホ

ームページへの男女

平等の視点の導入 

広報等を行う際に男女平等に配慮した

内容や表現にするためのガイドライン

に基づき広報等が実施されるよう周知

を図ります。 

広報課 

男女平等推進 

センター 

 

25 

人権尊重のためのメ

ディア・リテラシー

の概念の普及と育成 

インターネットやスマートフォンの普

及による、メディア上の性暴力等の有害

情報、犯罪やトラブルなどから子どもを

守るために、家庭、地域、学校、市民団

体・ＮＰＯ等と連携した取組を進めてい

きます。また、子ども自身がメディアを

主体的に読み解く能力が身につくよう

メディア・リテラシーの概念の普及と育

成のための啓発を進めます。 

男女平等推進 

センター 

指導課 

★ 

 

 

施策⑨ 性の商品化・売買春のないまちづくりの推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

26 

売買春のない安全・

安心なまちづくりの

推進 

性風俗特殊営業の抑制などを盛り込ん

だ「地区計画」の活用や地域ぐるみの運

動等を通じた意識啓発を行い、安全・安

心なまちづくりを進めます。 

防災危機管理課 

男女平等推進 

センター 

都市計画課 

学務課 

 

27 
人身取引の防止に関

する普及・啓発 

人身取引が、人権を侵害する深刻な犯罪

行為である旨の普及・啓発を図ります。

特に青少年がこうした行為にまきこま

れることのないよう、関係機関との連携

により防止に努めます。 

防災危機管理課 

男女平等推進 

センター 

生活産業課 

子育て支援課 

 

  

施 策 
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施策⑩ 生活上の様々な困難を抱える人々への対応 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

28 
高齢者が安心して暮

らせる環境整備 

高齢男女が家庭・地域で安心して暮らせ

るよう、高齢者虐待や消費者被害への対

応を進めます。 

防災危機管理課 

生活産業課 

福祉総務課 

高齢者福祉課 

 

29 
障害者が安心して暮

らせる環境整備 

就労支援をはじめ、障害のある人が積極

的に社会参画できるよう支援策の検討

を進めていきます。また、相談業務等を

通じて家族等への支援を進めます。さら

に、障害者差別解消法を推進していくた

め、啓発を進めます。 

障害福祉課  

30 

働きづらさ、生きに

くさを感じている

人々への支援 

さまざまな人間関係のトラブルや心身

の不調、悩みを抱え、働きづらさや生き

にくさを感じている人々への積極的な

支援に取り組みます。 

広報課 

区民相談課 

男女平等推進 

センター 

自立促進担当課長 

健康推進課 

長崎健康相談所 

子ども若者課 

子育て支援課 

★ 

31 
ひとり親家庭への自

立支援 

経済的困難に陥りやすいひとり親家庭

に対し就労支援等を行います。 
子育て支援課  

 

 

施策⑪ 多様な性自認・性的指向に対する理解促進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

32 

多様な性自認・性的

指向の人々への理解

の促進 

多様な性自認・性的指向の方々への差別

や偏見の解消を目指して、子どもから高

齢者まであらゆる世代の区民や教職員

及び企業等に対する啓発活動に取り組

みます。 

総務課 

男女平等推進セ

ンター 

★ 
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目標２ あらゆる分野で女性が輝けるまち 

 施策の方向１ 働く場における男女平等の推進 

 

働く場において、性別によらずそれぞれの個性と能力を十分に発揮できる環境づくり

に取り組むことは、将来にわたって持続可能な社会の構築につながります。 

働く女性の増加に伴って、女性が働き続けるための法制面での整備は進んでいますが、

現実には結婚、出産、育児を機に仕事から離れる傾向は解消されていません。さらに出

産・子育て期を経て、再び就業率が上昇する、いわゆるＭ字カーブが全国的に以前より緩

やかになってきている傾向が見られますが、区においては、この年代の就業率の減少傾

向が続いており、復職する女性も少ないことが推察されます。一方、区民意識調査では、

最も望ましい働き方として「子育て期間を含めて職業を持つ（職業継続型）」と回答した

女性が約５割となっていることから、希望と現実に隔たりがあるものと思われます。 

また、職場における男女平等の状況を見ると、およそ６割の区民が男性の方が優遇さ

れていると感じており、職場が男女平等になっていると感じているのは、２割未満とな

っています。加えて、セクシュアル・ハラスメントの被害を受けたことや見聞きしたこと

がある人は、およそ４割に上るなど、職場における男女平等の実現に向けさらなる取組

みが必要です。 

女性が自身の望む形で就業を継続できることや、再就職・起業等のキャリアを選択する

機会が得られることは、個人の経済的な自立や自己実現の上で重要です。そのためには、コ

ロナウィルス感染拡大で加速した在宅勤務やフレックスタイム制度などの柔軟な勤務制度

を導入し、出産・育児、介護といったライフイベントを経ても仕事を続けられるよう環境を

整備することや再就職・起業に向け必要な情報やスキルの取得を支援するなどの取組み

が必要です。また、性別を問わず、ハラスメントや均等待遇に関する理解を深めるよう、

区民や事業者への啓発が求められます。  

現 状 と 課 題 
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◇年齢階層別女性の就労状況 

 
資料：平成 27年・平成 22年国勢調査より 

 

◇職場における男女平等の状況 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

  

16.2

65.9

87.7
82.7

77.9 77.0 76.7 75.1
71.2

57.4

41.6

29.4

12.113.3
13.8

14.7 6.8
0

20

40

60

80

100

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75歳～

平成27年度 平成22年度 全国（平成27年度）
（%）

13.9 45.6 19.5 5.6

0.4

12.4 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場の中で

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

男女平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

コメントの追加 [阿曾4]: 全国平均のグラフも追加で掲

載してください。 
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◇セクシュアル・ハラスメントの被害の状況 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

 

◇女性の一生と職業との関わり方に関する認識 

 

 

  

41.2 39.0 13.8 6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=734)

受けたり、見聞きしたことがある 受けたり、見聞きしたことがない

わからない 無回答

1.2 3.0

39.0 48.7

0.7

5.5 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

(N=433)

結婚するまで職業を持つ（結婚退職型）

子どもができるまで職業を持つ（出産退職型）

子育て期間を除き職業を持つ（再就職型）

子育て期間を含めて一生職業を持つ（職業継続型）

一生職業を持たない（家事専念型）

その他

無回答

グラフの追加をして下さい 

→問 11「女性の一生と職

業の関わり方」の“女性”の

回答 

コメントの追加 [阿曾5]: 男女別は不要です 
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●出産・育児等を理由に離職することなく就労を継続できる環境整備や均等待遇・ハラス

メント防止のため、区民や区内企業に対し、情報提供と啓発を行います。 

●出産・育児等を機に離職した女性の再就職に関して、関係機関と連携し、スキルアップ

などの講座を開催するとともに、就職活動のための情報提供を行います。 

●起業を希望する女性に対して、起業に関するノウハウを学ぶ講座を開催するとともに、

起業家同士の交流の促進を図ります。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

新設法人に占める女性代表者の割

合【％】 

生活産業課 

「豊島区中小企業の

景況」 

１５．６％ 

（令和２年 

（2020年）１月

～12月） 

２０％ 

再就職・起業・自己実現に係る事

業の参加者数【人】 

男女平等推進 

センター調べ 

１０３人 

（ 令 和 ２ 年

（2020年）度） 

４８０人 

 

 

 

施策⑫ 雇用機会の拡大、就職及び再就職への支援 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

33 

ハローワーク等との

連携による就職に関

する情報提供および

就労支援 

ハローワークや労働相談情報センター、東

京都、東京しごと財団等との連携を図り、

就職や労働に関する情報が区役所等の施

設においても入手できるようにしていき

ます。また、「ワークステップとしま」に

よる就労支援や「くらし・仕事相談支援セ

ンター」による就労相談を行います。 

男女平等推進 

センター 

生活産業課 

自立促進担当課長 

 

 

 

施策の方向の考え方 

指 標 

施 策 
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事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

34 
女性の起業に関する

支援 

関係機関と連携し、起業相談や起業塾を

実施することで女性の起業をサポート

します。また、起業に必要な経済支援の

ため、融資をあっせんし、信用保証料や

利子補給を行うとともに、女性起業家交

流会や相談会を通じて、地域の起業家ネ

ットワークを構築します。 

生活産業課 ★ 

35 
女性の就労に関する

支援 

関係機関と共に、就職や再就職に必要なス

キルを身につける講座等を開催します。 

男女平等推進 

センター 
★ 

 

 

施策⑬ 働く場における男女平等の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

36 

さまざまなハラスメ

ントに関する啓発・

相談の充実 

セクハラ、マタハラ等ハラスメント防止

のための啓発・周知を図るとともに、安

心して相談できる相談体制を充実させ、

問題解決に向けて対応します。 

男女平等推進 

センター 

指導課 

 

37 

女性が能力を発揮し

やすい職場づくりの

ための情報提供、普

及・啓発 

雇用形態が多様化する中で、働き方の違

いにより賃金や処遇に不利益が生じな

いよう、労働相談情報センターとの連携

を図りながら、事業者に対し雇用均等促

進の情報や資料の提供を行い、「セクハ

ラの防止」「同一価値労働の男女及び正

規・非正規の賃金格差解消」等について、

理解が深められるよう啓発を進めます。 

男女平等推進 

センター 

生活産業課 

★ 

38 
区内企業との協働・

連携の推進 

区内の企業の現状を把握するため、定期

的に懇談会を行ったり、ワーク・ライフ・

バランスやセクハラ、マタハラの防止等

企業向けの講座を実施します。 

男女平等推進 

センター 

生活産業課 
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 施策の方向２ 家庭生活と仕事の両立の支援 

 

「人生 100年時代」と言われている現代、一人ひとりが自分らしく、より豊かに過ご

すためには、家庭生活と仕事の調和を図り、それぞれの価値観やライフステージに応じ

た多様な生き方が選択できる社会の実現が必要です。しかし、現実は男性・正社員にお

ける長時間労働、男女の賃金格差、非正規労働者の増加など、労働をめぐる環境は厳し

さを増しています。 

区民意識調査の結果では、男性は女性よりも長時間働く傾向が見られ、さらに、職場で

育児・介護休暇を取得することが難しいと感じています。特に、育児・介護休暇を取得す

ることにためらう理由として「昇進・昇格に不利になる」と回答した女性は０人であった

のに対し、男性は２割を超えており、男性が積極的に家事・育児等に参加することへの周

囲の理解や制度の実行性に課題があると考えられます。一方、女性は子育てや介護のほ

か掃除や洗濯、買い物など家庭生活において多くの役割を担っている傾向があり、家事

労働時間も男性より多くの時間を使っています。また、そうした家事や子育てなどのい

わゆるアンペイドワーク（無償労働）が評価されていないことも問題となっています。 

誰もが家庭生活と仕事の両立を実現するためには、「男は仕事、女は家庭」といった固

定的な性別役割分担意識を解消することや、男性が家事・育児に対する意識と能力を高

めることが必要です。また、長時間労働の抑制、育児・介護休暇制度の取得促進など、就

労環境の整備も重要となってきます。こうした状況の中、新型コロナウイルス感染防止

対策としてのテレワークやオンラインの急速な導入は、多様で柔軟な働き方が拡大する

契機となっています。官民で業務のデジタル化を進めるとともに、区民や事業者へ固定

的な性別役割分担意識の解消やワーク・ライフ・バランスの重要性について啓発し、事業

所内での育児休業、介護休業取得に向けた仕組みづくりや機運醸成が求められます。  

現 状 と 課 題 
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◇１週間あたりの平均労働時間 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

◇育児・介護休業制度を利用できない理由 

 職場に迷惑をか

けたくない意識

があるから 

職場が育児・介

護休業を取得で

きる雰囲気では

ないから 

過去に利用し

た人がいない

から 

元の仕事（職

場）に復帰で

きるとは限ら

ないから 

昇進・昇格な

どに不利にな

ると思うから 

収入が減少す

るから 

全体 

(n=54) 
37.0％ 35.2％ 31.5％ 13.0％ 11.1％ 13.0％ 

女性 

(n=28) 
35.7％ 28.6％ 42.9％ 10.7％ 0.0％ 10.7％ 

男性 

(n=26) 
38.5％ 42.3％ 19.2％ 15.4％ 23.1％ 15.4％ 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

◇１日平均の育児・家事の時間 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より  

8.8

10.9

6.1

13.0

18.4

6.1

6.4

6.6

6.1

35.0

35.5

33.7

18.1

18.4

17.9

12.1

7.0

18.9

5.9

3.1

9.7

0.7

0.0

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=454)

女性

(n=256)

男性

(n=196)

～週14時間 週15～29時間 週30～34時間

週35～42時間 週43～48時間 週49～59時間

週60時間以上 無回答

6.0

0.5

13.6

8.4

0.9

18.8

14.1

5.6

25.3

20.9

15.5

28.6

19.8

27.2

9.7

14.1

23.5

1.3

14.4

24.4

0.6

2.2

2.3

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=368)

女性

(n=213)

男性

(n=154)

全く使っていない 日に30分まで 日に１時間まで

日に２時間まで 日に３時間まで 日に５時間まで

日に５時間超 無回答
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●区内の事業者及び在勤者に対し、情報提供等を通してワーク・ライフ・バランスを促進・

啓発します。また、ワーク・ライフ・バランスについて積極的な取組みを展開する事業者

に対しては、認定制度による顕彰を行い、先駆的な取組みを区内に周知します。 

●仕事と子育ての両立を支援するため、子育て施設や子育て支援事業の充実を図ります。 

●介護サービスの充実を図り、介護離職することのない環境づくりを進めます。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

子どもスキップの待機児童数【人】 放課後対策課調べ 

０人 

（令和３年 

（2021年）度） 

０人 

「地域の保育需要に応じた保育施設

の整備、保育サービスの向上が図られ

ている」に「どちらかというとそう思

う」と回答した区民の割合【％】 

企画課 

「協働のまちづくりに

関する区民意識調査」 

２８．６％ 

（令和２年 

（2020年）度） 

３５％ 

 

 

施策⑭ ワーク・ライフ・バランスの推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

39 

ワーク・ライフ・バ

ランスに関する情報

提供、普及・啓発の

実施 

ワーク・ライフ・バランスに関する情報

を区ＨＰや広報等で紹介するとともに、

東京都労働相談情報センターや区内関

係団体等と連携しながら、企業・区民に

対してワーク・ライフ・バランスを促進・

啓発します。 

男女平等推進 

センター 

生活産業課 

★ 

40 

モデル事業所として

のワーク・ライフ・

バランス推進 

職場でのワーク・ライフ・バランス及び子

育て支援・両立支援を進めるために策定

した特定事業主行動計画をさらに充実さ

せ、実効力のあるものにしていきます。 

人事課  

  

施策の方向の考え方 

指 標 

施 策 
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施策⑮ 子育て支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

41 

多様なニーズに応え

る子育て支援事業の

充実･周知 

子育て訪問相談事業・育児支援ヘルパー

事業・一時保育事業・こんにちは赤ちゃ

ん事業・育児相談・子育てひろば・子ど

も家庭支援センターの充実・周知を図り

ます。 

地域区民ひろば課 

健康推進課 

長崎健康相談所 

子育て支援課 

保育課 

 

42 
子育て支援ネットワ

ークの充実 

地域の子育て関係機関などとネットワ

ークを構築し、子育て事業の共同開催や

事業協力・情報交換を行います。また、

子育て講座の開催や情報誌の発行など

の取り組みを進めます。 

子育て支援課  

 

 

施策⑯ 育児と仕事を両立させるための環境整備の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

43 保育所の運営・整備 

保護者の仕事と育児の両立を支援し、子

ども一人ひとりの健やかな育ちを支援

するため、認可保育施設を整備・運営し、

延長保育、産休明け保育、障害児保育等

の実施により多様化する保育ニーズに

対応します。 

保育課  

44 
病児・病後児保育・

休日保育事業の充実 

保護者の仕事と育児の両立を支援する

ため、病気回復期の保育や休日保育等を

充実させていきます。 

保育課  

45 
子どもスキップの運

営 

子どもスキップにおける学童クラブ運

営の充実を図ります。 
放課後対策課  

46 
地域での子育て支援

の充実 

区民による相互援助活動としてのファ

ミリー・サポート・センター事業の充実

を図ります。 

子育て支援課  
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施策⑰ 介護を支える環境整備の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

47 
安心して介護できる

体制づくり 

質・量ともに充実した介護サービスを提

供することで、介護者が要支援、要介護

者の日常生活を支えながら仕事を継続

したり、社会参加できる体制を整備して

いきます。 

福祉総務課 

高齢者福祉課 

障害福祉課 

介護保険課 
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 施策の方向３ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 

 

男女共同参画を推進するためには、家庭や地域、職場などあらゆる分野の意思決定過

程に男女が共に参画し、双方の意見が平等に反映されることが重要になります。国にお

いては、指導的地位に占める女性の割合を 2020 年代の可能な限り早期に 30％程度とす

ることとしていますが、国際的に見て未だ低い水準であり、女性の参画をさらに拡大さ

せる必要があります。 

豊島区では、区内企業において管理職に占める女性の割合が 10％以下である企業が多

く、区の職員でも女性管理職の割合は 20％台にとどまっています。また、区の附属機関

や審議会等への女性の参画についても取組みを進めていますが、今なお女性委員の割合

は全体の４割弱となっています。 

女性の政策・方針決定過程への参画は、多様な視点や新たな価値観を取り込むことに

なり、女性だけでなく、男女が暮らしやすい持続可能な活力ある社会の実現につながり

ます。そのためには、女性管理職のロールモデルの提示や女性のキャリアに対する意識

啓発を行うとともに、柔軟な働き方の促進など、女性が働きやすい環境づくりを推進す

ることが重要になります。また、男性が積極的に家事・育児に参加することで、家事や子

育てを分担するなど、女性の負担を軽減できるような取組みも必要となります。 

 

 

  

現 状 と 課 題 

コラム 
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◇区内企業における女性管理職の割合 

 

資料：女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに係る区内企業実態調査（平成 31年）より 

 

◇審議会等の女性委員の割合 ◇管理職に占める女性管理職の割合 

  

 資料：豊島区企画課調べ 資料：豊島区人事課調べ 

  

58.6

56.1

46.0

21.2

5.3

3.3

5.6

4.8

4.5

3.3

2.8

3.8

21.7

7.6

9.3

12.4

6.1

4.5

8.1

10.4

3.8

25.3

28.3

47.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

役員

(n=396)

部長相当

(n=396)

課長相当

(n=396)

係長相当

(n=396)

0～10％ 10～20% 20～30% 30～50% 50～100% 無回答
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２年度

（%）

17.5
20.6 21.9 23.1

21.9

22.1

0

10

20

30

40

50

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

平成

31年度

令和

２年度

（%）
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●区の政策・方針決定過程の場において、女性の登用を促進し、男女の構成員比率がどち

らかに偏らないよう働きかけを行います。 

●女性リーダーの人材育成や女性のキャリアデザインに関する講座を開催し、女性のエン

パワーメントを支援します。 

●女性職員の管理職への積極的な登用を推進するため、昇任試験への受験勧奨を行うとと

もに、職員一人ひとりのライフイベントに応じたキャリア形成を支援します。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

審議会の女性比率【％】 
男女平等推進 

センター調べ 

３６．０％ 

（令和３年 

（2021年）度） 

５０％ 

管理職に占める女性管理職の割合
【％】 

人事課調べ 

２１．２％ 

（令和３年 

（2021年）度） 

３０％ 

  

施策の方向の考え方 

指 標 
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施策⑱ 政策・方針決定の場への女性の積極的な登用 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

48 
審議会における女性

参画の推進 

区の審議会における委員の構成につい

て、女性の登用を促進し、男女どちらか

の性が 40%を下回らないようにします。 

企画課 

男女平等推進 

センター 

★ 

49 

災害対策への男女共

同参画の視点の導入

と女性の参画の促進 

救援センターごとに備える「救援センタ

ー運営マニュアル」の作成の際に妊産

婦・障害者・高齢者など災害要援護者へ

の配慮とともに、自主防災組織を中心と

した女性防災リーダーの育成に努めて

まいります。 

防災危機管理課  

 

 

施策⑲ 管理監督者への女性の積極的な登用と職域の拡大 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

50 

女性職員の昇任選考

受験者・女性管理職

の増加 

ワーク・ライフ・バランスを推進し、女

性も管理職をめざすことのできる長時

間労働等の解消等、働きやすい環境の整

備を行い、女性職員に昇任選考の積極的

な受験を働きかけます。 

人事課  

51 

職員の採用・育成・

登用における男女平

等の実現及び男女の

職域拡大 

「人材育成計画」に基づき、男女の別な

く多様な職場、数多くの分野の職務を経

験する育成ローテーションを実施する

とともに、個人の能力・適性に応じた職

員配置に努めます。 

人事課  

施 策 
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目標３ すべての人が男女共同参画を学び、行動できるまち 

 施策の方向１ 学習・啓発による男女共同参画意識の向上 

 

一人ひとりが多様な生き方を選択でき、個性や能力を発揮するためには、固定的な性

別役割分担意識の解消や人権の尊重を基本とした男女共同参画に関する意識の形成が必

要です。 

区民意識調査によると、「男は仕事、女は家庭」という考え方に否定的な認識を示す区

民の割合が増えています。また、「子育ては母親の役割」という考え方を否定する区民の

割合も増えており、固定的な性別役割分担意識や性差に対する偏見を否定する考え方が

広まっている状況からも、区民の男女平等・男女共同参画意識が向上していることが伺

えます。 

一方で、社会通念・慣習・しきたりや政治の場、職場の中などでは、未だ男性が優遇さ

れているとの認識が多くなっています。また、実態として家庭生活での家事などの分担

は、ほとんどが「妻の担当」となっている現状があります。 

豊島区では、これまで男女共同参画意識の理解促進を図り、様々な取組みを進めてき

ましたが、幼少期からの発達段階に応じた教育や啓発が非常に重要です。学校において

は、教職員の何気ない言動や学校行事等における児童生徒の役割分担などを通し、意図

せず固定的な性別役割分担意識を植えつける場合があることを自覚することが肝要です。 

そして、男女共同参画意識の向上にとどまらず、行動につながるよう家庭・地域・職場

などのあらゆる場面、ライフステージにおいて男女共同参画意識を啓発し、身近な行動

変容を支援するようなきっかけづくりが必要です。  

現 状 と 課 題 
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◇「男は仕事、女は家庭」という考え方に対する認識 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

◇社会における男女平等の実現度 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より  

2.7

4.4

5.0

18.7

21.4

28.5

21.1

30.1

25.3

19.3

18.3

17.7

37.3

24.7

22.2

0.8

1.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年度

(n=734)

平成27年度

(n=482)

平成23年度

(n=604)

そのとおりだと思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

まったくそう思わない 無回答

9.4

13.9

3.0

43.9

15.4

29.7

9.9

41.8

45.6

18.3

36.4

37.9

50.7

36.0

26.8

19.5

42.0

7.5

24.1

7.2

21.8

7.2

5.6

2.3

1.6

5.0

2.6

5.7

1.5

0.4

0.3

0.0

1.6

0.7

0.4

10.8

12.4

30.2

8.0

12.8

6.5

23.0

2.5

2.6

4.0

2.6

3.1

2.6

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

男女平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

（１）家庭の中で

（２）職場の中で

（３）学校教育の場で

（４）政治の場で

（５）制度や法律

の上で

（６）社会通念・慣

習・しきたりで

（７）地域活動の場で
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●教職員・保育士等に対する男女共同参画に関する研修の実施など、学校全体で男女共同

参画意識の向上に向けた取組みを推進します。 

●より多くの区民が適切な知識や情報を得ることができるよう、インターネットを活用し

た情報の発信や講座・講演会の実施や区民出前講座など、多様な方法によって男女共同

参画意識の普及・啓発を行います。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

「男は仕事、女は家庭」という考

え方を否定する人の割合【％】 

男女共同参画社会に

関する住民意識調査 

５６．６％ 

（令和２年

（2020年）度） 

７０％ 

共催事業の数【件】 
男女平等推進 

センター調べ 

１２件 

（令和２年

（2020年）度） 

２３件 

 

 

 

施策⑳ 子どもに対する男女平等教育・学習の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

52 
男女平等教育を取り

組む教育の推進 

男女平等教育を教育指導の重点項目に

盛り込むとともに、教職員の男女共同参

画意識を高め、幼児を含めた子どもに対

する男女共同参画の意識付けを保護者

の協力も得ながら推進していきます。 

男女平等推進 

センター 

子ども若者課 

保育課 

指導課 

★ 

53 
教職員・保育士等に

対する研修の充実 

固定的な性別役割分担意識が子どもた

ちに伝達されることのないよう、教職員

や保育士に対する男女共同参画に係る

研修の充実を図ります。 

子ども若者課 

保育課 

指導課 

 

 

 

施策の方向の考え方 

指 標 

施 策 
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施策㉑ 家庭・地域・職場における男女平等意識の普及・啓発 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

54 
男女共同参画の啓発

事業の推進 

男女平等や男女共同参画社会の実現に

関する講座・講演会の実施、啓発誌の発

行などにより、男女平等意識の普及・啓

発を進めます。 

男女平等推進 

センター 
★ 

55 

両親学級・父親対象

育児講座における意

識啓発 

父親が参加する両親学級や育児講座で男

女共同参画の意識啓発を行い、男性の家

事・育児参加の推進・啓発を行います。 

健康推進課 

長崎健康相談所 

子育て支援課 

 

56 中･高年の活動支援 

定年後の社会参加促進を目的とした各種

講座の開催を通じ、男性の活力を地域に活

かせるような取組を支援します。 

地域区民ひろば課 

学習・スポーツ課 

高齢者福祉課 

 

57 
男性の参画を積極的

に促す講座の展開 

家庭・地域における男性の参画を進める講

座を企画し、実施します。開催形態を工夫

するなどして、男性の参画を促進します。 

男女平等推進 

センター 

学習・スポーツ課 
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ライフコースを見通

した総合的なキャリ

ア教育の推進 

次代を担う子どもたちが個性と能力を発

揮し、将来の夢や希望が実現できるように

育っていくため、子どもの頃から、男女共

同参画の理解を深め、将来を見通した自己

形成ができるよう取組を進めます。 

指導課  

19 
学校における性教育

の充実（再掲） 

学習指導要領に基づき、発達段階に応じた

性に関する正しい知識やエイズ等をはじ

めとする性感染症の問題について理解さ

せると同時に、生命尊重の精神に根ざした

行動がとれるよう指導を充実させます。 

健康推進課 

長崎健康相談所 

指導課 

 

49 

災害対策への男女共

同参画の視点の導入

と女性の参画の促進

（再掲） 

救援センターごとに備える「救援センター

運営マニュアル」の作成の際に妊産婦・障

害者・高齢者など災害要援護者への配慮と

ともに、自主防災組織を中心とした女性防

災リーダーの育成に努めてまいります。 

防災危機管理課  
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 施策の方向２ 地域活動における男女共同参画の推進 

 

家庭と同様に、地域は人々にとって最も身近な暮らしの場です。地域活動や防災活動、

まちづくりなど色々な分野において男女共同参画を進めることは、様々な視点や新たな

価値観が取り込まれることになり、多様性のある社会の構築につながることが期待され

ます。 

「区民意識調査」によると、自治会・町内会やＰＴＡ、ボランティア活動等地域活動へ

の参加は男性より女性が多くなっていますが、町会長やＰＴＡ会長など、活動の意思決

定に関わる役職は男性が担っていることが多い現状があります。一方で、男性は地域活

動自体への参加が女性と比べ少ない状況です。 

地域における男女共同参画の拠点施設である男女平等推進センターは、地域で活動す

る団体の支援を通して男女共同参画を推進するため、様々な取組みを展開してきました。

しかし、「区民意識調査」によると「地域で男女共同参画を推進するための人材育成・団

体支援を行っている」ことを、６割以上の区民に認知されていない状況です。さらに、男

女平等推進センターも区民に十分に認知されておらず、若い世代を中心に７割以上の区

民が知らないという状況です。 

地域における男女共同参画の実現に向けて、様々な地域活動における意思決定の場へ

の女性の参画の促進が求められます。そのためには、地域活動の主体となることが多い

地域活動団体に対して男女平等意識を啓発するとともに、男女共同参画に関する活動を

行う区民や団体との協働や支援を行うことが重要です。さらに、男女共同参画に関する

活動の支援にあたっては、男女平等推進センターが中心となることから、男女平等推進

センターやその取組みについての周知も必要となります。 

 

  

現 状 と 課 題 
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◇地域活動への参加状況 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より 

 

◇ＰＴＡ会長に占める女性の割合 ◇町会長に占める女性の割合 

   

資料：豊島区男女平等推進センター調べ 資料：豊島区男女平等推進センター調べ 

 

◇男女平等推進センターの認知度 

 

資料：豊島区「男女共同参画社会に関する住民意識調査」（令和２年）より  
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●地域活動や防災をはじめとする様々な分野において女性の参画を促すとともに、男性に

対しても地域活動自体への参加を促し、多様な視点がバランスよく反映されるよう努め

ます。 

●区民や団体が企画提案の主体となる事業の拡大や交流を推進するなど、男女平等推進セ

ンターの機能を充実するとともに、男女共同参画の拠点施設としての認知度の向上を図

ります。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

町会の会長に占める女性の割合

【％】 
区民活動推進課調べ 

８．２％ 

（令和３年

（2021年）４月

１日時点） 

２０％ 

「地域活動の場で男女平等になっ

ている」と思う区民の割合【％】 

男女共同参画社会に

関する住民意識調査 

２１．８％ 

（令和２年

（2020年）度） 

３０％ 

 

 

 

 

施策㉒ 地域生活・地域活動における男女共同参画の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

59 
自治組織・地域活動

団体への支援 

住民自治組織や地域活動団体への支援

を通じて、区民活動の活性化を図りま

す。また、一般的に少ないと言われてい

る男性の地域参加を推進するとともに、

地域活動における女性リーダーの増加

を目指します。 

男女平等推進 

センター 

区民活動推進課 

 

  

施策の方向の考え方 

指 標 

施 策 
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施策㉓ 自主的な活動への支援とネットワーク化の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

60 

インターネット等を

活用した情報提供の

充実 

男女平等や男女共同参画に関する情報

を区の広報・ホームページやメールマガ

ジンを活用して、広く情報提供を行って

いきます。 

男女平等推進 

センター 
 

61 

男女平等推進センタ

ーにおける交流コー

ナーの充実 

区民の自主的な学習・交流を行えるコー

ナーを提供し、充実していきます。 
男女平等推進 

センター 
 

62 

男女共同参画に関す

る活動をする自主的

な団体に対する支援 

男女共同参画社会の実現に向けて活動

している団体等に活動場所の提供など

の支援を行い、その活動の活性化と交流

の促進を図ります。 

男女平等推進 

センター 
★ 

63 区民企画事業の推進 

男女平等や男女共同参画社会の実現に関

わる活動・学習をしている区民、団体が企

画する各種講座、後援・共催事業を協働で

実施し、区民の学習の機会の充実とグル

ープの育成を目指します。 

男女平等推進 

センター 

学習・スポーツ課 

庶務課 
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学習グループ・大学

等と連携した男女共

同参画事業の実施 

学習の拠点施設として、男女共同参画社

会の実現に関わる学習をしているグル

ープに対し、グループ間の交流の場の提

供や学習機会を提供･支援するコーディ

ネーター機能の充実を図ります。また、

区内の大学等と連携し、大学を拠点に活

動する団体との共催事業を推進します。 

男女平等推進 

センター 
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    プランの積極的な推進 

 

男女共同参画の施策は、保健、福祉、労働、教育、防災など幅広い分野にわたります。

その施策を総合的かつ効果的に展開するためには、全庁的な取組みを推進することが重

要です。そのため、それぞれの施策において、男女共同参画の視点を取り入れた取組みを

より一層図れるよう「区職員の意識の醸成」と「プラン履行に係る体制の強化」を両輪で

推進していくことが求められます。さらに、プランの推進にあたっては区民や事業者、Ｎ

ＰＯ等に対する広報・啓発の充実を図るとともに、協働・連携する体制づくりも求められ

ます。 

 

 

●男女平等推進センターは、区の男女共同参画を推進する上で中心となる施設です。男女

共同参画社会の実現に向け、情報収集や発信、調査、研究など男女平等推進センターの

機能を強化します。 

●区職員に対して情報提供や研修の実施、意識啓発などを進めます。 

●区民や事業者、ＮＰＯ等と連携・協働して豊島区の男女共同参画を推進するよう、取組

みを進めます。 

 

 

評価指標名 データの根拠 現状値 

計画目標 

（令和８年

（2026年）度） 

男女共同参画推進プラン実施状況

調査において事業の取り組み状況

が高評価の割合【％】 

男女共同参画社会に

関する住民意識調査 

９３．４％ 

（令和元年

（2019年）度） 

１００％ 

  

現 状 と 課 題 

施策の方向の考え方 

指 標 
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施策㉔ エポック 10機能の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

60 

インターネット等を

活用した情報提供の

充実（再掲） 

男女平等や男女共同参画に関する情報

を区の広報・ホームページやメールマガ

ジンを活用して、広く情報提供を行って

いきます。 

男女平等推進 

センター 
 

65 

男女平等や男女共同

参画に関する区民意

識調査の実施 

区民への意識啓発の観点も含め、男女共

同参画推進行動計画策定時に男女平等

や男女共同参画に関する区民意識調査

を実施・分析し、公表していきます。 

男女平等推進 

センター 
 

66 

男女平等推進センタ

ーにおける資料収集

及び情報提供 

男女平等や男女共同参画社会の実現に関

する資料や情報を収集し、提供します。 
男女平等推進 

センター 
 

67 

男女共同参画拠点施

設としての男女平等

推進センターの充実 

広範・多岐にわたる男女共同参画施策を

総合的に推進するために、各所管課が行

っている計画事業の進捗状況のチェッ

クや総合調整を行う機能を持った専管

組織の一層の充実に努めていきます。 

男女平等推進 

センター 
★ 

68 「苦情処理」の充実 

区民が申し出た苦情・救済について中立

的な立場から苦情処理委員が調査・検討

し、勧告および意見表明を行います。この

「苦情処理制度」について、広く区民に積

極的な周知を図るとともに、行った勧告・

意見表明の内容を公表し、推進します。 

男女平等推進 

センター 
 

69 
運営委員会との協働

の推進 

区民･登録団体代表による運営委員会を開

催し、男女平等推進センターの運営に区

民、利用者の意見･要望を反映させるとと

もに協働を進め、事業の充実を図ります。 

男女平等推進 

センター 
 

 

  

施 策 
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施策㉕ 男女共同参画についての行政職員・教職員の意識形成の促進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 所管課 

重点

事業 

70 

男女共同参画に関す

る職員等の意識・実

態調査の実施 

区職員の意識･実態調査を行い、意識啓

発の観点も含めてあらゆる施策に男女

共同参画の視点が導入されるよう働き

かけます。 

男女平等推進 

センター 
 

71 
職層別の男女平等研

修の実施 

男女平等の職場づくりとあらゆる施策が

男女共同参画の視点を持って企画・立案・

実施されるよう、全職員を対象に職層別

に男女平等研修を定期的に実施します。 

人材育成担当課長  

72 

職員への男女共同参

画に関する積極的な

情報提供・意識啓発 

あらゆる施策が男女共同参画の視点を持

って企画・立案・実施されるよう、庁内へ

の情報提供・意識啓発を継続的に実施し

ます。また、職場内の慣習などを見直し、

男女平等の職場づくりを推進します。 

人材育成担当課長 

男女平等推進 

センター 
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第３章 プランの推進  
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１ プランの推進体制 

本プランは、男女共同参画に関する施策を総合的に体系化したものであり、人権、教

育、健康、福祉など施策内容が多岐にわたっており、様々な主体との連携が不可欠になり

ます。そのため、区民や団体、事業者、関係各課などと連携し、区全体として施策を推進

し、将来像の実現を目指していきます。 

 

 

 

  

すべての人が互いの人権と多様性を尊重し、 

共に暮らせるまち 

～ジェンダー平等の実現を目指して～ 

豊島区 

区民 

地域活動団体 

連携・協働 

町会 商工会議所 

企業 

医師会 

社会福祉協議会 
学校 

区 

警察 

ＮＰＯ 児童相談所 

国・東京都 

連携 
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２ プランの評価・進捗管理 

プランにおける年度ごとの取組み状況の確認・評価については、事業を実施している

担当課において事業の内容を評価する実施状況調査を行い、結果の取りまとめを男女共

同参画推進委員会（区の内部会議）及び男女共同参画推進会議（区民参加会議）に提出し

ます。そこでの検討を踏まえ、評価結果を次年度の事業改善につなげていきます。 

また、施策の方向ごとに設定された計 19の数値目標についても、毎年度確認して進捗

状況や成果を把握し、５年後のプランの見直しにつなげます。 

本プランが実効性のあるものとなるように、計画、実行、評価、改善の４段階を繰り返

し、継続的な改善を図っていきます。 

 

 

■年度ごとの事業推進のイメージ 

 

  Ｐｌａｎ（計画） 

具体的な事業の改善内容、スケ

ジュール等の決定。 

Ｄｏ（実行） 

計画の内容を踏まえ、事業等の

実施。 

Ａｃｔｉоｎ（改善・見直し） 

事業評価の結果を基に、事業改

善の方向性を検討。 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

事業評価のため、年度ごとに実

施状況調査を行い、推進委員会

及び推進会議において検討。 
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 参考資料  
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①用語解説 

②プラン策定にあたって開催した会議の開催経過 

③男女共同参画推進会議委員名簿 

④豊島区男女共同参画推進条例 

⑤男女共同参画社会基本法 

⑥配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

⑦女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

⑧男女共同参画のあゆみ年表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


